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第 1章 基本方針作成の考え方 

 

１－１ 基本方針作成の意義 

 昭和 28 年 12 月 25 日の日本復帰以来、55 年間にわたり、奄美群島振興開発特別措置法（以下

「奄振法」という）に基づいた諸施策が展開され、大きな成果を上げてきたところである。しか

し、地理的・経済的な条件不利性を有する奄美群島が自立的発展を成し遂げたとは必ずしも言え

ず、若年層を中心とした人口の恒常的減少と高齢化の進行、産業生産の伸び悩み、雇用機会の少

なさなど、依然として厳しい状況が続いている。 

 奄美群島を構成する島々は、我が国の領域や排他的経済水域の保全、海洋資源や自然生態系の

保護、癒しの空間の提供等において、重要な国家的・国民的役割を担ってきた。このような役割

が適切に果たされるためには、島々に人が定住し続け、安心かつ安定した生活を営めるような基

礎的条件の整備を図ることが重要である。 

 奄美群島が有する地理的・自然的・文化的特性を価値ある潜在可能性として評価し、活力ある

地域づくりの第一段階として、戦略産業の育成・振興による雇用の場の確保と若年層を中心とす

る産業の担い手の定住を促進することによって、地域の再生と活性化を図っていくことが肝要で

ある。 

 「国土形成計画（全国計画）」（平成 20 年 7 月）でも明記されているとおり、奄美群島につい

ては、本土から隔絶した条件の中で培ってきた多様な個性的な文化を発信し、国内外の地域との

交流を促進しながら、亜熱帯・海洋性などの自然的特性やその地理的特性に十分配慮した振興策

を推進する必要がある。 

また、「海洋基本法」の趣旨や奄美群島の地理的な条件を考えると、生活経済圏としての沖縄、

トカラ列島と「琉球弧交流圏」を形成する制度や施策等の有機的な連携が重要であることは言うま

でもない。そのことで国土形成への貢献度が一層高まることになる。 

本基本方針は、このような視点に基づいた議論を踏まえ、今後の奄美群島振興の方向と施策のあ

り方を地域が自らの手で示したものであり、このことに大きな意義がある。 

 

１－２ 基本方針の性格 

この基本方針は、奄振法の第３条第５項に基づいて策定するものであり、とりわけ奄振審議会

の意見具申で指摘された農業、観光、情報の振興に関し、今後の奄美群島振興の方向と施策のあ

り方を地域が主体的に自らの手で示したものである。 

本基本方針では、奄美群島の島々の地域特性を踏まえ、交流人口の拡大に視点をおくことから、

観光振興から観光/交流振興とした。 

したがって、地元の主体的行動の指針となるもので、国、鹿児島県においては、奄振法の第３

条第６項の趣旨を踏まえ、この基本方針を尊重し、その実現への配慮が望まれる。 

なお、計画期間中の経済社会情勢の変化や計画の進捗状況、政策効果等を踏まえ、適切なフォ

ローアップの実施が必要である。その際、奄振審議会で指摘された「定期的評価を行う仕組み」

を尊重し、地元において短中期の施策検証とフォローアップを可能とする体制の構築に努めるこ

ととする。 



 

１－３ 計画の期間 

この基本方針に基づいて策定する計画の期間は、平成２１年度から平成３０年度までの１０か

年を想定し策定しているが、目標は前期の平成２５年度と設定する。 

なお、本計画においては、奄美群島の目指すべき姿及び施策の方向性について、具体的な数値

を用いてわかりやすく示すこととする。その際、平成１６年度の改正奄振法の目的である「自立

的発展」の趣旨に鑑み、今後の施策成果を検証・評価する基準年度は、平成１６年度とする。 

 

１－４ 計画の目標 

この基本方針に基づいて策定する振興基本計画においては、奄美群島の地域特性を積極的に生

かしつつ、自立的発展の基礎条件を整備し、世界自然遺産登録を視野に入れた「人と自然が織り

なす癒しの島」を目指した、豊かな地域社会を形成するとともに、「琉球弧交流圏」の地理的な

役割を担う特色ある地域として整備を図り、国民への癒しの空間の提供と群島経済の自立的発展

及び活力のある奄美群島を実現することを目標とする。 

 

１－５ 計画の実現に向けた役割分担 

戦略的３分野を中心に示した各種施策の実施にあたっては、各自治体の厳しい財政事情を考慮

すると、大変困難であることが想定される。そのため、自立の歩みを停滞なく前進させるために

は、単一自治体から生活圏域を基軸とした島ごと、さらには群島へ展開する広域的視点（郡島民

視点）による事業実施に向けたシステムの構築を図ることとする。 

そのため、自治体及び島、群島の役割分担を明らかにする「農業・観光/交流・情報」振興計

画事業化検討会（仮称）を設置することとする。本検討会は、「１－２ 基本方針の性格」の政

策評価体制と連携する。 

 



第２章 分野別振興の方向 

２－１ 農業分野 

１ 農業振興の基本的方向 

奄美群島の有利性（温暖な気象条件）を活かし、これまでも基幹産業として地元農業の牽引役を果た 

してきた「さとうきび・園芸・肉用牛」を中心に地元の生産力拡大のため必要な安定的生産システムを

構築し、地産地消の推進を図りつつ自給率に努める。 

また、産業の下支えとなる担い手の確保を重視した施策を展開し、新規就農者の増加や地域人口の

維持拡大に努め、地域の活性化に努めるとともに、環境資源への対策及び他分野との連携に積極的に

取り組み各種事業を展開する。 

 

（１）生産供給体制の確保 

基幹産業であるさとうきびや畜産の生産量を拡大し、担い手の確保・育成や農地の有効利用及

び農業経営基盤の強化を図ることで生産供給体制を確立する。 

さらに、不利性を克服し安定的な生産を図るため、病害虫根絶に積極的に取り組む必要が

ある。 

［事業効果］ 

生産供給体制の強化が図られることにより、安定的な生産システムの確立が期待できる。 

 

（２）流通・販売・加工対策の強化 

地域の宝である特産物を安心安全な形で消費者へ届けるため、「一定の量」「一定の質」を安定 

的に確保する体制づくりに取り組む必要があるとともに、市場競争力保持のため、付加価値のあ

る商品づくりに取り組む必要がある。 

［事業効果］ 

拠点施設が整備され一定に管理されることにより、消費者や市場に信頼される安全安心な生産

物の供給体制の確立が期待できる。 

 

（３）環境対策及び農資源の活用 

バイオマスの利活用や環境にやさしい農業の推進により、無駄のない地域資源の有効活用を図

ることが必要である。また、奄美群島の主要作物であるサトウキビがエネルギー効率の高い作物

であり二酸化炭素排出削減に貢献している点も周知していく必要がある。 

［事業効果］ 

地元での環境対策に資することはもとより、地球規模での視点に立脚した「環境・資源対策」

へ貢献することも可能となる。特に、さとうきびの二酸化炭素排出削減効果については、価格転

嫁制度等による多様な地元還元効果が望まれる。 

 

（４）条件不利性の克服（琉球列島の調和と均衡確保） 

琉球列島において特殊病害虫の根絶は、農業生産の向上を図るうえで重要である。奄美群島は、

その防波堤的役割を果たす地域であり、防除根絶対策を確立することは、国全体の安全性から鑑

みても必要性が高いと考えられる。 



［事業効果］ 

特殊病害虫の本土侵入は、我が国の農業にとって大きな脅威であり、水際地域で根絶するこ

とにより多大な波及効果をもたらすものと期待できる。 

 

（５）地域戦略プロジェクトの推進 

人口減少、若者流出により高齢化が加速する一方で、島毎に存在する「地域の宝」（地域特産

物、伝統料理、文化）があることを再認識し有効活用する必要がある。 

［事業効果］ 

地域の宝が理解されることにより、「ブランド化」による高付加価値的施策展開の可能性や観光

産業等他分野との連携による交流人口拡大が期待できる。 

 

（６）農村集落（シマ）の活性化 

農村集落（シマ）においては、主要産業である農業と観光産業を組み合わせた活性化対策を図

る必要がある。そのためには、実践的に体験できる施設の整備や農家の育成を図り、観光客の誘

致やリピート率の向上に向けた対策及びその地域の特性にあった制度の改善が重要となってい

る。 

［事業効果］ 

各種制度の改善により農地の弾力的な活用が可能となり、定住促進及び農村集落の活性化に寄

与することが期待できる。 

 

（７）亜熱帯・島しょ性に適合した基盤整備 

奄美群島は、降雨の集中や干ばつが発生しやすい気象条件や保水性に乏しい土壌等の地理的条

件から、畑地かんがい施設の整備は不可欠となっており、今後も計画的な推進が必要である。ま

た、地積調査事業については、土地の有効活用を図るため、これまで以上に推進する必要がある。 

［事業効果］ 

基盤整備事業の実施により、安定的生産システムの確立に必要な基礎条件が整い、生産力拡大

の基礎が形成される。また、赤土対策等も含め、環境に配慮した基盤整備を図ることで環境・資

源対策に資することとなる。 

 

２ 目標設定 

指標 単位 
平成 16 年度 

（基準年度） 

平成 19 年度 

（実績） 

平成 25 年度 

（目標） 

面積 ha 

 

１４，７２０ １２，３２２ １３，５００ 

農業産出額      

（農業粗生産額） 
億円 

 

２８３ ３００ ３４２ 

農家人口   人 ２２，９７２ １９,８１７ １８，５００ 

担い手数 人 １,８３４ ２,０２６ ２，２００ 

注 2） 

注 2） 

注 1） 



地産地消率 ％ ５３．９％ ３７．５％ 

 

４０．０％ 

注 1) 主たる品目となる「水稲」「野菜」「花き（但し切り花のみ）」「果樹」「さとうきび」に「飼料作物」

を加えた合計 

 注 2) 参考数値として「平成 17年度 奄美群島の概況」より抜粋（市町村報告と作物項目の取り方が異

なるため） 

 注 3) 地産地消率算出にあたっては生活に密着している「野菜」「果樹」の生産量（出典：「群島の概況」），

移出量・移入量（出典：鹿児島県各出先事務所資料集計）から算出 

       地産地消率＝（生産量－移出量）／（（生産量－移出量）＋移入量）と設定 

 

３ 農業施策・事業の具体的展開 

（１）供給体制の確保 

ア．主要農作物・地域特産物の拡大 

ⅰ）さとうきびの生産拡大 

（課題） 

荒廃地利用により農地を確保しつつ、集落営農組織等の育成や優良種苗の育成による農家の生 

産コストの軽減及びさとうきびの病害虫であるハリガネムシやアオドウガネ等の新防除法の開

発が課題となっている。 

（対策） 

①荒廃地の再利用による農地の確保 

②集落営農組織等育成・強化を図るとともに省力化（管理用アタッチメント）農業機械の導入

促進による農家生産コストの軽減化 

③新規就農希望者研修受入制度の充実を図ることによる農業従事者の確保 

④地図情報システムでの農地情報データ活用による荒廃地等の情報把握 

⑤メリクローン苗の優位性に関する普及啓発活動と最新機材導入での生産コスト削減による

低価格化 

 

【事業名称】 【事業概要】 

さとうきび省力化機械整備事業 

①荒廃地の再利用による農地の確保 

②集落営農組織等育成・強化を図るとともに省力

化（管理用アタッチメント）農業機械の導入促

進を行うことにより農家の生産コストの軽減

化を支援する。 

③新規就農希望者研修受入制度の充実を図るこ

とにより、農業従事者の確保を目指す。 

④地図情報システムによる農地情報データを活

用することにより荒廃地等の情報を把握 

注 3） 



さとうきび種苗供給施設整備事業 

各種事業等の場を利用し普及啓発活動を行いメ

リクローン苗の優位性に関し周知を図りつつ，最

新の設備整備にて生産コストを削減し，低価格化

を図ることによってさとうきび産業全体の振興

に資する。 

国内製糖工場効率設備整備事業 
効率的な設備投資で合理化を進め、さとうきび生

産量の安定的処理と製造コストの削減が図れる。 

さとうきび病害虫防除事業 

ハリガネムシやアオドウガネの生理現象を解消

し、交信攪乱技術や光の波長等をコントロールで

きる発光ダイオードによる誘殺灯を設置し効率

的な防除法を確立する。 

 

 

ⅱ）肉用牛の生産拡大 

（課題） 

農業生産コストを抑え、効率的な畜産経営を行うためには、生産管理と子牛管理を分離し、飼

養管理の効率化が課題となっている。 

一方、農家の高齢化・後継者不足等の課題が多く、新規参入農家の確保が急務となっており併

せて繁殖雌牛の受胎率の向上・子牛の商品性の向上、粗飼料と低コスト牛舎等飼育手法の確立が

課題である。 

（対策） 

①子牛育成対策 

②若い畜産志望農家の確保 

   ③素人からのスタート 

④生活基盤の確保 

⑤経営安定を図る為の優良繁殖雌牛対策 

⑥放牧施設の整備 

 

【事業名称】 【事業概要】 

子牛育成管理施設整備事業 

子牛育成管理施設(キャトルステーション)を整

備し、子牛の商品性の向上及び繁殖牛の生産率向

上を図り、飼養頭数の増大を図る。 



自給飼料生産対策事業 

①粗飼料等（草）の畑及び畜舎等の整備による支       

 援（若い畜産志望農家の確保） 

②視察・研修及び技術向上等に対する支援（素人 

からのスタート） 

③新規参入者に対する住居等（畜舎等の近隣に住 

 む場所）立地条件及び安定的収入確立までの支 

 援（生活基盤の確保） 

④優良繁殖雌牛導入及び不妊牛対策の支援（経営

安定を図る為の優良繁殖雌牛対策） 

放牧施設整備事業 

粗飼料の効率的利用が可能な遊休農地の解消を

図りながら放牧施設の整備を行うことで、低コス

トで省力的な畜産経営を育成し、生産基盤の拡大

を図る。 

郷土料理を活かす中小家畜の事業整備 

①耕作放棄地等を活用した施設用地の造成整備 

②地域の食文化を支える中小家畜の生産・出荷が

可能となる機会施設整備を行い、生産基盤の強

化及び人材育成を図る。 

 

 

イ．生産供給体制の強化 

（課題） 

奄美群島の地理的・気象的な条件である気象災害や病害虫を防ぎ、環境にやさしい農業を推進

し、品質向上と生産安定を図るためには、亜熱帯地域に適した施設整備が課題となっている。さ

らに、奄美群島の基幹作物であるさとうきびの副産物であるバガスは、種々の利用が可能である

が有効活用が図られていない。 

一方、奄美群島に自然に発生するきくらげは、自然食品として中華料理等に利用されているが

栽培体系の確立が図られていないため、商品化に向けた研究開発が課題である。 

（対策） 

①ビニールハウス及び防風平張施設の導入 

②メリクローン苗の優位性に関する普及啓発活動と最新機材導入での生産コスト削減による 

低価格化（再掲） 

③子牛育成対策（再掲） 

④バガス利用によるきくらげ栽培体系の確立 



 

【事業名称】 【事業概要】 

農産物生産安定施設整備事業 

ビニールハウス及び防風平張施設を導入により

気象災害や病害虫を防ぎ、花きや野菜、果樹の生

産安定と品質及び単収の向上を図り、農家所得の

増大を促進する。 

 さとうきび種苗供給施設整備事業（再掲） 

各種事業等の場を利用し普及啓発活動を行いメ

リクローン苗の優位性に関し周知を図りつつ，最

新の設備整備にて生産コストを削減し，低価格化

を図ることによってさとうきび産業全体の振興

に資する。（再掲） 

子牛育成管理施設整備事業（再掲） 

子牛育成管理施設(キャトルステーション)を整

備し、子牛の商品性の向上及び繁殖牛の生産率向

上を図り、飼養頭数の増大を図る。（再掲） 

特用林産物栽培施設整備事業 

バガスを菌床にしたきくらげの栽培体系を確立

し、国産きくらげの市場開拓を行い、生産拡大を

促進する。 

 

 

ウ．担い手の育成・確保 

（課題） 

今後の農地活用や農業振興を図る上で、新規就農者の育成や異業者からの参入及びＩターン就

農者の確保は、急務となっている。また、担い手への農地集積がスムースに進むようなシステム

を構築する必要がある。 

（対策） 

①若手農家の確保 

（新規の UI ターンでは農業のきつさ・楽しさは理解できない→農家の作業を手助け（受託）

し、生活費を確保しながら時期がきたら農地の購入・貸借を行い、本格的に参入する。←産

地の形成・維持） 

②受託組織の育成・強化 

（法人化等→機械管理倉庫、各種作業機械、技術者の育成研修） 

③生産基盤の強化 

（農業希望者への農地確保・荒廃地の改良→生産基盤（道路・防風樹）の確保） 

④品質の均一化・向上 

（受託組織の適期管理→一定以上の品質確保） 

⑤新規就農者の育成・確保 

（農業センターの機能充実→同一機能施設の役割分担の明確化→栽培技術や農業経営等の効

率的な習得） 



【事業名称】 【事業概要】 

果樹援農隊支援対策事業 

安定した受託事業による各果樹の生産量の確保、 

品質の均一化・向上対策を行うことにより産地の 

育成と維持を図る。 

新規就農者等支援事業 

新規就農者を育成・確保するため、既存農業セン

ターの機能の充実や新たな就農研修施設の整備

による栽培技術や農業経営等の習得、また、体験

型観光農園の整備により非農家や次世代を担う

子供たちへ農業の魅力を体験してもらう。 

 

 

エ．農地の有効利用と確保 

（課題） 

農村部においては、農地の資産的保有意識が高く、そのため流動化が進んでいない。遊休化農

地の特徴は、小規模農地の点在であり、今後ますます増加する傾向にある。 

農地を有効利用するには、意欲のある担い手の育成が求められる。また、新規就農者や UI タ

ーン者などを就農に誘導するためには、生産基盤となる農地を確保することが課題となっている。 

（対策） 

①農地リース制度（特定法人貸付事業）の活用 

②企業参入と集落営農組織等の育成 

③農地システムの活用・実態調査 

④集落や代表者等による不在地主等農地の管理 

⑤市町村（農地保有合理化事業等）による農地の貸付 

 

【事業名称】 【事業概要】 

農産物管理システム情報化事業 

衛星を利用した位置情報を活用し、作物毎の栽培

状況をはじめ農地管理や病害虫発生状況、施肥、

かん水管理等の情報を農業情報センターで一元

管理することによって、農業生産の安定化を図

る。 

奄美の農地貸付支援事業 

点在している遊休地・耕作地を、市（農地保有合

理化事業等）により一旦、買上げ区画・基盤整備

を施し貸付（売買）ける。 

遊休地の効率的利用促進 

①農地リース制度（特定法人貸付事業）を活用し、

企業参入と集落営農組織等を育成することで

遊休農地及び耕作放棄地の解消を図る。 

②農地の把握（農地システムの活用・実態調査） 

③農地の利用集積及び遊休農地の流動化 



遊休農地等解消及び新規就農事業 

①遊休農地や耕作放棄地をまとめ企業参入によ

り土地基盤の整備を行う。その整備に多額の費

用がかかるため、費用の一部を補助する。 

②土地基盤の整備が終わった地区については、集

落や代表者等により不在地主などを管理して

もらい、代表者名義で土地の賃貸借を行い農地

の流動化を図る。 

耕作放棄解消に向け不在地主や土地奄美特区 

（施策提言） 

奄振事業を活用して地積調査用人員を十分に確

保することにより調査の早期終了を目指し、土地

改良事業を推進する。 

農振法・農地法の許可基準の緩和 

（施策提言） 

地域（離島）の実情に合った対応及び基準の緩和

により、農業と住環境が調和した効率的農地管理

ができる基礎的条件の整備を実現し、ＵＩターン

者等の新規就農者受け入れによる地域の活性化

を推進する。 

 

 

オ．多様な農業経営基盤の強化 

（課題） 

奄美群島において農家戸数は減少傾向にある。 

一方、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を目指す認定農業者数は、さとうきび、

肉用牛の経営を中心に年々着実に伸びてきている。 

しかし、奄美群島の農業を維持するためには、将来の担い手となる新規就農者の確保・育成が

極めて重要な課題であり、今後とも、きめ細かな支援を積極的に推進する必要がある。 

（対策） 

①経営感覚に優れた経営体の育成 

     ②農業経営の法人化や法人経営の体質強化を促進 

③青年農業者クラブ活動を通じた交流の推進など、就農相談から就農前研修、経営の開始・定

着に至るきめ細かな支援 

     ④女性が農業経営において能力を発揮できる環境整備 

     ⑤消費者等との交流及び食育、地産地消等の取組における高齢農業者の活動を促進 

     ⑥集落営農の組織化、法人化等の取組を促進 

 



 
【事業名称】 【事業概要】 

さとうきび省力化機械整備事業（再掲） 

①荒廃地の再利用による農地の確保 

②集落営農組織等育成・強化を図るとともに省力

化（管理用アタッチメント）農業機械の導入促

進を行うことにより農家の生産コストの軽減

化を支援する。 

③新規就農希望者研修受入制度の充実を図るこ

とにより、農業従事者の確保を目指す。 

④地図情報システムによる農地情報データを活

用することにより荒廃地等の情報を把握 

（再掲） 

国内製糖工場効率設備整備事業（再掲） 

効率的な設備投資で合理化を進め、さとうきび生

産量の安定的処理と製造コストの削減が図れる。 

（再掲） 

法人化による農作業受託組織の支援 

受託組織を法人化に体制を移行し、管理を受託す

る体制整備を強化する。併せて、担い手育成・後

継者確保・新規就農者支援等についても体制の強

化を図る。 

農作業受託組織の育成・樹園地流動化対策（果

樹） 

 

樹園地の維持、集落内の保全、後継者の確保、新 

規参入者等への樹園地流動化の推進とともに農 

作業受託組織の構築を一体的に推進し、併せて、 

作業受託組織の育成・支援受託作業者の掘起し

と、技術面での支援を強化し資質の向上を図る。 

 

 

カ．特殊病害虫の根絶 

（課題） 

琉球列島において特殊病害虫の根絶は、農業生産の向上を図るうえで重要である。奄美群島は、

その防波堤的役割を果たす地域であり、防除根絶対策を確立することは、国全体の安全性から鑑

みても必要性が高いと考えられる。 

現在，アリモドキゾウムシ等特殊病害虫によって被害を受けた野菜・植物等は，植物防疫法で

その移動を禁じることにより被害拡大防止施策が講じられている。特に，沖縄県においては防止

対策が手厚く措置されている。 

一方，急激な温暖化等，地球規模での環境変化が叫ばれるようになって久しく，これまで汚染

エリアとされていた熱帯・亜熱帯のラインが，今後，高緯度化してくる可能性も否めない。この

ような状況に備え、より完成度の高い既存根絶防除技術を早急に研究開発・確立するとともに、

奄美諸島を含めた琉球列島の調和と均衡ある対策を講じる必要がある。 



（対策） 

①琉球列島における産学官連携体制の構築・強化 

②根絶に資する事業手法の確立、新技術の研究開発 

 

【事業名称】 【事業概要】 

アリモドキゾウムシ防除根絶事業 

国の防除根絶研究機関設置等による恒久的な特

殊病害虫根絶システムの構築及び鹿児島県・沖縄

県、鹿児島大学・琉球大学と連携した防除根絶体

制の確立（産学官連携）を促進し、早期防除根絶

を目指す。 

さとうきび病害虫防除事業 (再掲） 

ハリガネムシやアオドウガネの生理現象を解消

し、交信攪乱技術や光の波長等をコントロールで

きる発光ダイオードによる誘殺灯を設置し効率

的な防除法を確立する。（再掲） 

 

 

（２）流通・販売・加工対策の強化 

ア．流通施設の整備と集出荷体制の確立 

（課題） 

奄美群島民の食糧の安定供給と地産地消率を高めるためには、農産物の新たな流通拠点施設と

なる卸売市場を整備する必要がある。 

また、奄美牛ブランドの確立を図り農家所得を向上を目指すため、セリ市場の統合は、肉用牛

取引を推進する上での大きな課題となっている。 

さらに、奄美群島は、亜熱帯の気候を活かした熱帯果樹の生産が盛んに行われている。しかし、

出荷基準が統一されていないため品質のバラツキが大きく、安定出荷、ブランド化の障害となっ

ている。奄美果樹のブランド化及び安定出荷、有利販売による果樹農家の経営安定を図るために

は、選果体制及び流通体制の構築が課題となっている。 

（対策） 

①果樹の貯蔵・保管施設の整備及び情報伝達施設の充実 

②セリ市場の統合化 

③一元集荷・出荷による円滑な選果体制整備 

④奄美果樹のブランド化 



 

【事業名称】 【事業概要】 

集出荷施設整備事業（野菜・花き・果樹） 

大規模選果場を導入し、一元集荷・出荷による円

滑な選果体制整備を図る。また、高機能選果機（内

部品質計測装置・外部品質計測装置）の導入によ

る選果基準の統一により、有利販売及び果樹農家

の生産意欲の向上を図り、奄美果樹のブランド化

を確立する。 

子牛セリ市場整備事業 

飼養コストの低減化、奄美牛ブランドの確立およ 

び農家所得の向上を図るため、セリ市場の統合で 

購買者の利便性を高めることにより、購買者の増

加・定着を推進する。 

卸売市場整備事業 

現在の卸売場の面積は狭く、農産物出荷ピーク時

の外付け暫定施設の利用が品質低下の一因とな

っているため、売場面積の拡充を図ると共に、安

定的な
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④産学官の連携強化（鹿児島大学・琉球大学との連携） 

 

【事業名称】 【事業概要】 

農産物加工施設整備事業 

住民の食生活を充実させると同時に、観光客を対

象とする特産品発信地としての役割をも果たす

産地直売所及び農産物加工場の整備により、地産

地消や食育を推進し、農林水産業の振興を図る。 

特産品研究開発センター整備事業 

地元特産品の安定供給を図るための施設整備に

より地産地消の確立を推進すると共に、農産物加

工グループ（特産品販売組織）の経営安定化対策

を軸とした農産物の有効活用による特産品開

発・販売戦略を構築する。 

 

 

（３）環境対策及び農資源の活用 

ア．バイオマスの利活用推進 

（課題） 

さとうきび・葉たばこ等の主要作物から発生する残渣は、バイオマス利活用として有効である。

これらのたい肥原料や家畜敷料、園芸用敷料として安価で安定供給するためには、施設や生ご 

み等の堆肥化プラントの整備が課題となっている。 

また、地域の未利用資源を有効活用し、優良な飼料を低価格で安定的に供給することが課題で

ある。一方、地球温暖化や資源枯渇問題に対して、石油に替わる再生可能なエネルギーや有機物

生産資源を総合的に生産するシステムの構築が求められている。 

（対策） 

①規格外農産物やバガスや糖密・ハカマ・葉たばこ残渣等の活用 

②たい肥場の整備、堆肥化プラ
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未利用資源活用バイオリファイナリー製造開

発事業 

石油に依存しない化学原料やエネルギーを高効

率に製造し、高付加価値製品として域外移出が可

能となる事業推進を図ると共に、地域限定のエタ

ノール混合ガソリンの供給という一貫した生産

供給システムを構築する。 

資源リサイクル環境整備事業 

きびハカマの有用性に着目し、その効率的活用と

肉用牛の資料不足解消を同時に図るため、集中脱

葉施設を整備し、大量に排出されるハカマ等の飼

料化及び敷き料化を進め、地元資源を有効利用す

る。 

 

 

イ．環境にやさしい農業の推進 

（課題） 

食の安心・安全に対応した環境にやさしい農業を推進するため、地域内有機物の有効活用や農

薬の適正使用による減化学肥料・減農薬栽培の確立が必要である。 

（対策） 

①有機物供給センターの活用による土づくりの推進 

②耕種的防除、生物的防除による減化学肥料・減農薬栽培の推進 

③農薬の安全基準の遵守や廃農薬の適正処理の推進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

環境保全循環型農業推進事業 

有機物供給センターの活用による土づくり、耕種

的防除、生物的防除による減化学肥料・減農薬栽

培に併せ、農薬の安全基準の遵守や廃農薬の適正

処理を推進する。 

二酸化炭素固定化率に応じた価格転嫁システ

ムの創設 

             （施策提言） 

離島及び農村地域の不利性を改善するため、この

地域の持つ特性（環境負荷軽減の農業からの役

割）を社会システムの中で構築することが望まれ

る。そのため、奄美群島における二酸化炭素固定

化率を算出し価格転嫁できるシステムの構築を

促進する。 

 

 



（４）条件不利性の克服（琉球列島の調和と均衡確保） 

ア．特殊病害虫の根絶（再） 

（課題） 

琉球列島において特殊病害虫の根絶は、農業生産の向上を図るうえで重要である。奄美群島は、

その防波堤的役割を果たす地域であり、防除根絶対策を確立することは、国全体の安全性から鑑

みても必要性が高いと考えられる。 

現在，アリモドキゾウムシ等特殊病害虫によって被害を受けた野菜・植物等は，植物防疫法で

その移動を禁じることにより被害拡大防止施策が講じられている。特に，沖縄県においては防止

対策が手厚く措置されている。 

一方，急激な温暖化等，地球規模での環境変化が叫ばれるようになって久しく，これまで汚染

エリアとされていた熱帯・亜熱帯のラインが，今後，高緯度化してくる可能性も否めない。この

ような状況に備え、より完成度の高い既存根絶防除技術を早急に研究開発・確立するとともに、

奄美諸島を含めた琉球列島の調和と均衡ある対策を講じる必要がある。 

（対策） 

①琉球列島における産学官連携体制の構築・強化 

②根絶に資する事業手法の確立、新技術の研究開発 

 

【事業名称】 【事業概要】 

アリモドキゾウムシ防除根絶事業（再掲） 

国の防除根絶研究機関設置等による恒久的な特

殊病害虫根絶システムの構築及び鹿児島県・沖縄

県、鹿児島大学・琉球大学と連携した防除根絶体

制の確立（産学官連携）を促進し、早期防防、

球

さとうきび病害虫防除事業（再掲） 

ハリ∵ ムシやアオドウ∵ の生理現象を解

消

し

、

交信攪乱技術や光の波長等をコントロール

で

き る発光ダイオードによる誘殺灯を設置し効

率

的

な

防除法∵ 立す∵。（再掲） 

 

 

（I）地域戦略爆魔退衰閃兎玄推進 

（課題） 

奄美群島の農村集落には、人口減少・若者流出により高齢化が加速し、集落維持・継続が大

き

な課題となっている。一方、地域の

宝

「地域特産作物（黒砂糖、田イモ

、

ごま･･･）、伝統料理

、

文化」は、島毎に存在するものの有効な活庸 図ら れていないところがある。 

（対策） 

①地域のリーダー育成とコーディネート人材の 確保 

②集落宝∵ 庸 ∵体制の構築 

③集落宝よ 庸 る施設の整罷

 



【事業名称】 【事業概要】 

わちゃ島プロジェクト事業 

関係機関（国、県、町及び大学）の協力体制によ

り遺伝子研究や機能性分析を行い、島の環境に適

した種の確保を図ると同時に、その特性や機能的

優位性を活かした付加価値販売（加工品含む）す

ることで独自ブランドを確立する。（産官学連携

による在来種の活用） 

農業集落１ブランド品目地づくり計画 

１集落１ブランド運動と連動した「農業集落の

宝」を受け継いでいくため、技術者を含む労働力

及び後継者の確保や新規就農者の受入、さらに集

落で管理する園の設置等といった各種支援策を

推進する。 

高齢者を元気にする集落農業及び観光の構築 

（農業、観光） 

高齢化の現実を有利に生かし、農業の活性化及び

観光業との連携を図るため、労力軽減化のための

機械整備や特産品販売施設の整備、作付け面積の

拡大、技術者の確保、スローライフ・スローフー

ド体感施設、伝統文化（食文化等）のガイド育成

等、各種施策を統合的に推進する。 

 

 

（６）農村集落の活性化 

（課題） 

経済基盤が脆弱な奄美地域では、若者の雇用の場が少なく人口減少に歯止めがかからないのが

現状である。この打開策として、一次産業（農業）への参入を促す各種支援策を行っているが、 

  その効果については即効性を期待しにくい状況にある。 

また、上述のような農業そのものへの支援に併せ、奄美では農業を実践的に体験できる施設又

は農家（観光農園）が少ないことから、観光客の集客とリピート率の向上を図る施策を講じるこ

とにより、農業と観光産業が一体となった地域活性化策を推進する必要がある。 
（対策） 

①自治体出資の「直営農場企業」の設立 

②体験型観光農場の開設促進 

③商業・農業連携による観光客の誘致（農作業体験・農産物加工体験の手法確立） 

 

【事業名称】 【事業概要】 

体験観光型農場の整備（果樹） 

農業を実際に体験できる施設や農家（観光農園）

が少ないことから、観光客の集客とリピート率の

向上を含めた対策として、まずは自治体が出資す

る「直営農場企業」（各地域の重点品目を中心に



生産基盤の整備、企画運営、生産管理、出荷まで

の全ての運営を行う）を設立し、並行して「体験

型観光農場」を開設することによって商業・農業

連携（農作業体験、収穫体験、農産物加工体験） 

による観光客の誘致及び地域経済の活性化を図

る。 

 

 

（７）亜熱帯・島しょ性に適合した基盤整備 

ア．生産基盤の整備 

（課題） 

農業生産の基礎となる土地基盤については、区画整理・農道等は県平均の水準を上回っている

が、畑地かんがい施設の整備は遅れており、今後も計画的な推進が必要である。 

また、地積調査事業については、進捗率が県全体に比べ大きく遅れており農地の有効活用が障

害になっている。 

（対策） 

①国営かんがい排水事業の促進 

②県営事業等による農業用水の確保、認定農業者等担い手への農地集積、土づくりなどの促進 

③生産基盤の整備における赤土流出防止対策の強化 

④地籍調査事業の積極的推進 

 

イ．農業用水の確保と畑地かんがい施設の整備 

（課題） 

降雨が梅雨期と台風時に集中することや、保水性に乏しい土壌など干ばつが発生しやすい立地

条件から野菜・花きなどの生産の安定、生産性の向上、生産拡大を図るためには、畑地かんがい

施設の整備が不可欠となっている。 

（対策） 

①地域の特性にあった水資源開発による末端かんがい施設の整備推進 

②徳之島及び沖永良部島の国営かんがい排水事業の早期完成 

③ストックマネジメント※によるライフサイクルコスト※の低減化 

 

【事業項目】及び【事業内容】 

「平成２０年度農業農村整備事業管理計画」（鹿児島県所管）及び「平成２１年度以降市町村事業

計画（仮称）」の内容を推進し、安定的生産システムの確立に向け、生産力向上のための基礎となる

基盤整備を着実に行う。 

 

注１）   ※ライフサイクルコスト：建設・維持管理等に係るすべてのコスト 
※ストックマネジメント：機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じて，既存施設の有効活用や長寿命 

化を図り，ライフサイクルコストを低減させるための技術体系及び管理手法 



第２章 分野別振興の方向 

２－２ 観光/交流分野 

１ 観光/交流振興の基本的方向 

奄美群島の特徴ある多様で豊かな自然や個性的な伝統・文化等の魅力を再認識するとともに、これ

らの観光資源を奄美の「宝」として保存・活用し、体験・長期滞在型観光による観光交流人口の拡大

に努める。 

さらに、奄美群島の魅力ある自然環境の保全に配慮しつつ、地域の特性を生かした多彩な癒しの提

供（エコツーリズム、ヘルスツーリズム、グリーンツーリズム、ブルーツーリズム、文化ツーリズム）

を促進する。 

国内外のトップアスリート等のスポーツ合宿にも対応できるような質の高い環境を提供するため、

施設等の整備・充実を図る。 

 交流人口移動の円滑化を図るため、航空運賃の軽減化や交通アクセスの利便性・快適性を高める各種

支援策の充実・強化に取り組む。 

 

（１）観光/交流拠点施設の整備推進 

奄美群島の豊かな自然、文化、歴史などを活用した観光拠点施設を島島で整備するとともに、

各施設のネットワーク化を図り、ユビキタス的な情報発信に努める。 

［事業効果］ 

新たな観光ルートの確立につながり、各地域の個性あふれる魅力を十分に引き出すことが期

待される。 

 

（２）持続的な観光資源の保全対策 

奄美群島独特の自然環境を保護するため、漂着ごみの撤去やサンゴの移植、松くい虫・デイゴヒ

メコバチの駆除、希少動植物の保護、赤土流出対策等に取り組む。 

［事業効果］ 

奄美群島の固有の自然を生かした数多くの観光資源を維持及び保全することにより、観光産業

の持続的発展が期待できる。 

 

（３）観光/交流の受入れ環境の整備推進 

観光拠点施設のバリアフリー化や水洗化を推進しイメージアップに努めるとともに、観光案内板

や道路観光案内標識等を設置し、移動の利便性向上及び周遊性のある観光ルートづくりを図る。 

［事業効果］ 

既存施設を改良することで安全面や衛生面の向上が確保され、さらに、利便性・快適性が高まる

ことによって総合的な奄美観光のイメージアップに繋がり、リピーターの増加が見込める。 

 

（４）観光/交流の受入れ体制の充実強化 

奄美独特の観光資源を活用する高度な人材の育成と島民全てが語り部となるための講座開設等

に努めるとともに、島島で交流人口の受け入れを円滑に進めるためのコーディネイト組織等の受入

れ体制の整備を図る。 

［事業効果］ 



島民がいつでもどこででも観光客に島の宝を紹介することが可能となるとともに、島島での総合

的案内システムの確立が期待できる。 

 

（５）航空運賃体系の改善充実/交流人口移動の円滑化 

交流人口移動の円滑化を図るため、航空運賃の軽減化や交通アクセスの利便性・快適性を高める

各種支援策の充実・強化に取り組む。 

［事業効果］ 

群島内外を結ぶ交通条件が改善されることによって、島島間での交流が活発化するとともに、本

土との時間的距離的制約が克服される。そのことで交流人口の拡大につながり、観光業を基軸にあ

らゆる産業への波及効果が期待される。 

 

（６）群島内外への情報発信と交流推進 

奄美の独特な自然、文化及び伝統産業等について、様々なチャンネルや手法を活用し、群島内外

への情報発信に努めるとともに、琉球列島との交流促進を積極的に取り組んでいくこととする。 

［事業効果］ 

イベントの開催や旅行エージェント、マスコミ等を活用して奄美の情報を発信することにより、

奄美への関心が高まり交流人口の増加につながる。 

沖縄の観光圏域が奄美群島まで拡大されることによって、より一層の誘客が期待される。 

 

（７）地域産業との連携推進 

観光業は、農林水産業、商工業等との関連が密接で裾野の広い産業であることから、より一層の

産業間の連携を推進する。 

特に、温暖な気候を活かした農業やマグロ養殖等、国内でも特筆すべき地域産業資源を観光資源

として活用する。 

［事業効果］ 

観光業・商工業・農林水産業・ＩＴ産業等の各分野がリンクすることで、特産品の開発、情報産

業の育成及び企業誘致が期待できる。また、既存のイベントに加え複合型の新たなイベントの開催

も期待できる。 

 

２ 目標設定  

指標 単位 
平成 16 年度 

（基準） 

平成 19 年度 

（実績） 

平成 25 年度 

（目標） 

■入込客数 人 760,086 741,295 830,000 

（スポーツ合宿者数） 人 1,604 1,798 2,700 

（クルーズ船乗客数：隻) 人 2,864(8) 3,359(9) 5,600(15) 

（エコガイド数） 人 13 23 91 

■観光消費額 億円 683 677 697 

   注１）入込客数は暦年数値 

   注 2）平成 25年における一人当たりの消費額は 84,000 円 (奄美群島観光連盟が実施したアンケート

調査をもとに推計) 



３ 観光/交流施策・事業の具体的展開 

（１）観光/交流拠点施設の整備推進 

（課題） 

奄美群島には、各地で豊かな自然、伝統文化・歴史や史跡はもとより様々な観光資源が存在す

るにも関わらず、用途に対応した施設の不足や既存施設の老朽化等により、その魅力が十分発揮

できていない。 

（対策） 

①希少動植物観察型の施設の整備促進 

②老朽化施設の改修及び充実・強化 

③体験・体感型観光施設の環境整備の推進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

自然博物館整備事業 

地域住民や子供たち、観光客などに奄美の自然の

素晴らしさを体験できる施設としてアマミノク

ロウサギ等貴重な動植物を身近に見ることので

きる拠点施設の整備を行う。 

自然センター整備事業 

今後の世界自然遺産登録に向けて、奄美群島固有

の自然を生かし、生態系を損なわず誰でも観察す

ることが出来る観光地づくりとして、自然センタ

ー（トイレ・駐車場・展望所・ガイドの常駐）等

の整備を行う。 

体験交流拠点施設整備事業 

訪れる人々、加計呂麻に暮らす人々に「加計呂麻

島空間」を体験できる場として施設を整備し、併

せて地元の雇用促進と地域活性化、通過型観光脱

却を図る。 

全天候型多目的闘牛ドーム施設整備事業 

観客に安心かつ安全に伝統的な徳之島闘牛を楽

しんでもらえるように全天候型闘牛ドーム施設

を整備する。 

観光地整備事業 

利用者が安心して利用出来るようにトイレや電

気照明等、必要な設備のメンテナンスを行う。ま

た、幅広い観光客のニーズに対応し、各種施設の

バリアフリー化及び自然景観に配慮した整備を

推進する。 

史跡整備事業 

歴史的背景に裏付けされた独特の文化・思想等

を、現在に生かし未来に伝承していくため、理解

しやすい形で「見せていく」ための施設整備を推

進し、島外交流の地たる位置づけを図る。 

 

 



（２）持続的な観光/交流資源の保全対策 

（課題） 

現在、奄美群島には固有の自然を生かした数多くの観光資源が存在するが、その観光資源も地

球温暖化による気候の変化や病害虫被害、さらに保水能力の低下による赤土流出等、様々な影響

を受けている。今後、このような事態が続けば観光産業はもとより、動植物の生態環境へも大き

な影響が出ることが想定される。 

また、奄美群島には多くの美しい砂浜が存在するが、年間を通して漂着ゴミ等があり、景観を

維持保全するには、多大な人的労力及び経費を要する。 

（対策） 

①病害虫の駆除による自然環境保護 

②サンゴ等の養殖や移植による観光資源の回復 

③海浜保全による自然景観の維持保全 

④世界自然遺産登録に向けた積極的な取組の推進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

観光資源保全対策事業 
デイゴヒメコバチ駆除により、観光資源の保全及

び自然環境保護への住民意識高揚を図る。 

サンゴ養殖・移植体験事業（全島） 

サンゴ養殖を行い、成長したサンゴの海洋移植放

流を観光メニューに加えることによりサンゴ礁

回復と体験型観光を推進する。 

松くい虫被害拡散防止事業（全島） 樹幹注入により、保存すべき松を保全する。 

海浜地清掃機械購入及び格納庫整備事業（各

島） 

海浜地での運用のため、細かなもの（枝サンゴ小

片・ガラス等破片・花火竹串等）を収集できる高

性能の機種を導入し、安心・安全な海水浴場を維

持し観光誘客に努める。 

 

 

（３）観光/交流の受入れ環境の整備促進 

（課題） 

観光拠点施設がバリアフリー化や水洗化に対応していないため、観光客への安全かつ衛生的な

サービスの提供が行き届いていない。また、道路観光案内標識の老朽化や未整備、さらに各施設

間の連携が弱いことから、周遊性のある観光ルートづくりが確立されていない。 

スポーツ合宿の誘致が全国的に盛んであるため、国内外の一流アスリートの要望に対応する施

設の充実・強化が望まれている。 

（対策） 

①観光案内板の整備促進 

②道路案内観光標識の整備促進 

③観光施設の利便性の向上 

④スポーツ合宿の受け入れ環境の強化 



 

【事業名称】 【事業概要】 

QR コードを活用した観光案内板の設置 
説明内容において、QR コードを活用した情報発信

を行う。 

観光地道案内板設置事業 

観光客及び地元住民双方における利便性向上と、

多種多様化する観光客のニーズに応えるため、観

光地案内及びトイレ等設置有無を示す看板の整

備を行う。 

トイレの水洗化事業 

観光客の利便性向上や環境衛生面、また、近年増

加する外国人利用客のためにも、早急にトイレの

水洗化・洋式化対策を行う。 

トイレ整備事業 
イメージダウン抑止のために、集客能力の高い施

設のトイレ増設を行う。 

観光施設バリアフリー化事業 観光拠点施設内のバリアフリー化を行う。 

歩道整備事業 

観光施設へ至る歩道について、利便性の向上と安

全性の確保の面から、必要な整備及び改修を行

う。 

スポーツ合宿の推進事業 

施設のイメージアップや利用客の幅広いニーズ

へ対応するため、設備の充実や外灯の設置・管理

棟の補修を行う。 

観光船受入施設整備事業 
観光船専用バースへ受入施設を整備し、円滑な観

光船受入を行う。 

 

 

（４）観光/交流の受入れ体制の充実強化 

（課題） 

観光客が、奄美群島の島島を訪問する際に、問い合わせる総合的な窓口が未整備であるため、

観光客のニーズに十分対応できていない。 

同様に、ＵＩターン希望者等の短中期滞在に対する受入れ体制が不十分であるため、交流人口

拡大に向けては「食・住・遊」の各機関の連携が課題である。 

各種ツーリズムを推進するためには、島島で語り部となるボランティアや質の高いインストラ

クターの絶対数が不足している。 

（対策） 

①ボランティアガイドやインストラクターの人材育成・確保（奄美ミュージアム構想の推進） 

②コーディネイト組織の設立促進 

③ＵＩターン移住支援体制の構築 

 



【事業名称】 【事業概要】 

観光・物産公社(仮称)の設立調査事業 

個々に存在する情報の集約・島外への発信を、公

社の設立により行うことで、民間のノウハウを生

かした取り組みを推進し、観光事業・産業の振興

を図る。 

エコツーリズム等推進事業 

ボランティアやインストラクター等の人材育

成・確保及びパンフレットやモデルコース等きめ

細かなサービスの基礎となる部分を強化しつつ、

地元におけるエコツーリズムを推進する。 

外国人観光客受入体制整備事業 

マニュアル作成や研修会等を行い、観光産業従事

者の外国人に対するスキルアップやまた海外向

けＰＲを実施する等、世界自然遺産登録を見据え

た国外からの観光客受入体制の充実を図る。 

 ＵＩターン移住支援センターの設置 
ＵＩターン希望者を対象とした島々の支援窓口

を整備する。 

 

 

（５）航空運賃体系の改善充実／交流人口移動の円滑化 

（課題） 

奄美群島は、観光地としての一定のニーズもあり、東京、大阪等大都市圏との直行便及び島島

間の交通アクセス（頻度・運賃軽減化）も整備されている。 

一方、観光地として人気の高い路線との価格競争や各種支援措置により価格の不均衡が生じて

いる。 

（対策） 

①空港施設使用料及び航空燃料税等公租公課措置の支援拡充 

②航空運賃割引制度の拡充 

③沖縄等主要都市間路線の充実・強化 

 

【事業名称】 【事業概要】 

①東京（羽田）－奄美、大阪（伊丹）－奄美  

 路線に係る航空燃料税の拡充 

②奄美群島振興開発特別措置法による羽田空

港、伊丹空港着陸料軽減措置の拡充 

③奄美群島航空割引制度の拡充 

①～③の事業を実施することにより、これまでよ

りも安価な奄美観光を供給することが可能とな

るとともに、航空会社も安心して活用できる堅強

な路線の確立を図る。 

 

 

（６）群島内外への情報発信と交流推進 

（課題） 

奄美の自然や島唄、民俗芸能、文化、さらには大島紬等の伝統産業や鶏飯、黒糖焼酎等の特産

品など、群島全体の魅力が総合的に島内外へ十分な情報発信がなされていない。 

（対策） 



①各種イベントやキャンペーンの開催推進 

②テレビ・新聞等の広報媒体の積極的活用 

 

【事業名称】 【事業概要】 

群島内外の交流・連携の促進事業 

北緯 27 度線により分断された沖縄諸島と奄美諸

島は、同じ南西諸島文化圏の中にあり，薩摩藩侵

略 400 周年及び沖縄県本土復帰 40 周年に向け、

双方の更なる交流を促進することが沖縄観光の

延長線としての誘客が望めるため、各種イベント

やキャンペーンを開催する。 

旅行エージェント・マスコミ等の招聘事業 
旅行代理店等を対象としたモニターツアーの実

施。 

 

 

（７）地域産業との連携推進 

（課題） 

奄美群島の地理的気候的な条件を生かした農商工連携の商品開発が進められつつある。しかし

ながら、技術開発機関の未整備や零細企業の連携にとどまっているため、十分な地域資源の活用

に至っていない。 

そのため特産品等の開発が遅れている。 

（対策） 

①農商工連携の推進による特産品の開発 

②産学官の連携強化（鹿児島大学・琉球大学との連携） 

③産業クロスリンク等の総合催事開催推進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

イベント開催事業 

“奄美”をキーワードとし、奄美の PR（観光物産

展）・企業誘致・産業クロスリンク等、様々な事

業の総合催事（イベント）を行うことにより、奄

美の知名度アップ・産業の活性化を推進する。 

施設整備事業 

黒まぐろウオッチングや給餌体験ができる観光

スポットを整備することにより、地域の活性化及

び通過型観光からの脱却を図る。 

 

 



 

第２章 分野別振興の方向 

２－３ 情報分野 

１ 情報振興の基本的方向 

離島の不利性を克服する新たな産業として、情報通信産業の誘致・育成及びＩＣＴを活用した産業 

は重要な分野である。そのため、情報施策を支える基盤整備や拠点施設の整備、また、専門知識を持

つ人材の育成や企業活動を支援する各種支援制度の充実強化に取り組む。 

 

 

（１）情報施策を支えるツール（基盤）整備の推進 

   情報通信産業の振興を進める上で、そのツール（基盤）となる情報通信環境の充実強化が重

要であることから、本土との光ファイバー網等の整備促進を図り、情報通信の格差是正に努め

る。 
［事業効果］ 

情報通信環境が整備されることで、域内企業の事業展開が促進されるとともに島内外からの企

業立地の活発化が期待される。 

 

（２）企業誘致・育成活動を進める拠点整備の推進 

情報通信企業・技術者の拠点となる施設整備（企業入居スペース、起業家支援オフィス、人

材育成研修室等）を促進することにより、企業誘致及び地元企業の育成を図る。 

［事業効果］ 

企業の初期投資の軽減化を図ることによって、既存企業の規模拡大を促進し、かつ、島外から 

の企業進出が期待できる。 

 

（３）企業誘致・育成を進める投資軽減策の創設 

奄美群島において情報通信関連産業の振興を図るためには、島外企業の全部または一部機能移

転を進めることが重要である。そのために、移転を促進する各種支援措置の創設に積極的に取り

組み、制度のＰＲ等に努める。 

また、小規模企業における若年者の雇用促進に資する制度の充実強化に取り組んでいく。 

［事業効果］ 

島外企業の進出と有能な人材の移転が容易となるため、高度な技術の集積が期待されるととも

に、域内情報通信関連企業のカンフル剤となり活動が活発化するといった相乗効果が見込める。 

 

（４）情報施策を支える人材の育成確保 

企業研修やＯＪＴ等の各種プログラムの実施等により、進出企業や域内既存企業が望む基礎的

かつ高度な技術を有する人材確保に取り組む。 

そのため、プログラム実施に向け大学や島外企業との連携体制を強化する。 

［事業効果］ 

技術習得やスキルアップにより即戦力となる人材の確保とＩＴ人材層の拡大が期待できる。  

 

（５）関連事業との連携強化 



 

情報通信技術を地域医療・教育等に活用するため、ICT を利用した産業振興策のビジョン策

定に努める。 

［事業効果］ 

ICT を活用した産業振興策の推進で地域情報化が促進され、医療福祉・教育・歴史文化等の分

野における利便性が高まり、市民生活向上や地域資源の継承に資することが期待される。 

  

 

２ 目標設定 

指標 単位 
平成 16 年度 

（基準） 

平成 20 年度 

（実績） 

平成 25 年度 

（目標） 

企業数 社 ７ １６ ５８ 

（うちインキュベート施設内） － － （３３） 

（うちインキュベート施設外） （７） （１６） （２５） 

雇用者数 人 ５１ ３１０ １，０６０ 

（うちインキュベート施設内） － － （４４０） 

（うちインキュベート施設外） （５１） （３１０） （６２０） 

経済波及 

効果額 
億円 － － ２６ 

  注 1)  事業所統計調査による数値を利用。直近の実績は平成 20年度。 

注 2) 「経済波及効果額」は新規雇用者創出によるものとする。 

注 3) 「インキュベート施設」は、群島で 2か所整備するとしている。 

 

３ 情報施策・事業の具体的展開 

（１）情報施策を支えるツール（基盤）整備の推進 

（課題） 

情報通信ネットワークを活用した産業振興、医療・教育・文化等の情報提供やサービスの向

上が求められているが、光ファイバーの未整備地区が多く、その解消が課題である。 

（対策） 

①包括的な南西諸島における通信環境の整備促進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

奄美群島光ファイバー敷設事業 鹿児島から島伝いへの光ファイバー敷設 

情報通信ネットワーク基盤整備事業 光ファイバーによる行政ネットワーク整備 

ブロードバンド基盤整備事業 ADSL 局舎整備 

公共無線 LAN 整備事業 公共施設への無線 LAN 整備 



 

携帯電話エリア整備事業 携帯電話不通話地域解消 

 

 

（２）企業誘致・育成活動を進める拠点整備の推進 

（課題） 

情報通信産業を新たな産業振興策として捉える場合、情報通信企業の誘致及び育成を図って

いくことが課題となっている。 

（対策） 

①情報通信企業・技術者の拠点となる施設整備 

 

【事業名称】 【事業概要】 

拠点施設整備事業 

企業誘致や地元企業育成のための拠点施設整備 

施設概要（SOHO データ入力センター、企業     

入居スペース、起業家支援オフィス、研修室等） 

奄美 ICT 企業連携推進事業 

拠点施設内外のＩCＴ業者連携及び人材育成を支

援することにより、企業育成・受注規模拡大を目

指す。 

 

 

（３）企業誘致・育成を進める投資軽減策の創設 

（課題） 

  離島の企業にとって市場規模が小さく受注機会に恵まれないことは，企業立地や業務拡大を

図るうえでの大きな障害になっており，この解消が課題となっている。 

（対策） 

①有効な補完手段としての税制を含めた優遇措置制度の創設 

 

【事業名称】 【事業概要】 

通信コスト低減化支援制度の創設 回線使用料補助（立地後 3年間） 

若年者雇用促進奨励金制度の創設 

35 歳未満の若年求職者雇用 

（2年間、賃金支給額 1/3） 

（限度額年間 120 万円/人） 

税制優遇制度の創設 

設備投資等を行う情報通信関連企業に対し、投資 

税額控除制度や地方税の課税免除又は不均一課 

税を行う。 

新規融資制度の創設（奄美群島振興開発基金） 融資資金の種類を拡充（情報通信産業を追加） 

 

 

（４）情報施策を支える人材の育成確保 



 

（課題） 

ICT 人材育成機関が少なく、即戦力の人材が不足しているのが現状であり、企業を誘致・育

成するためにも、人材を育成・確保することが課題である。 

（対策） 

①企業研修やＯＪＴ等の各種プログラムの実施 
②プログラム実施に向け大学や島外企業との連携体制を強化 

 

【事業名称】 【事業概要】 

コールセンター人材育成事業 
Ⅰ コールセンター基礎人材育成（接客・PC 基礎） 

Ⅱ コールセンター高度人材育成 

テスター人材育成事業 
Ⅰ テスター人材育成 

Ⅱ テストエンジニア人材育成 

奄美 ICT 起業塾 

Ⅰ データ（会員名簿・住宅間取り図）入力技術

養成 

Ⅱ ＨＰ作成技術養成 

Ⅲ DTP 技術養成 

Ⅳ ＩCＴ起業家養成（ＩＴ起業支援事業、経営セ

ミナー） 

高度 ICT 人材育成 OJT 助成事業 

Ⅰ OJT 助成事業【企業が採用した社員の実技訓

練（OJT）に係る費用の助成】 

     助成額：研修（家賃含む）にかかる 

費用の 2／3 

Ⅱ コーチ招聘助成【専門的な知識を有し、地元

企業の技術者を指導するコーチを招聘】 

 

 

（５）関連事業との連携強化 

（課題） 

情報通信ネットワークを活用した産業振興や地域医療・教育等における ICT 活用、メディア

通信網整備などによる、生産性向上、安心・安全なまちづくりのビジョン策定や事業推進が求

められている。 

（対策） 

①情報通信技術を活用したビジョンの策定 

②医療、教育分野及び文化資源保存への活用 

③メディア通信網整備の促進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

地域 ICT ビジョン策定事業 ICT を活用した農林水産業の振興ビジョン策定 



 

地域医療 ICT ビジョン策定事業 ICT を活用した予防医療事業のビジョン策定 

デジタルアーカイブ構築事業 
歴史・自然・文化等のデータをデジタル化・保存 

する事業 

オンデマンド教育システム構築事業 ネットワークを活用した遠隔教育システム構築 

ラジオ中継局整備事業 ラジオ難視聴区域の解消事業 

辺地共聴施設整備促進事業 
高齢者世帯への受益者負担金補助及びチューナ 

ー購入費助成 

 



第２章 分野別振興の方向 

２－４ 連携分野 

１ 連携の基本的方向 

戦略的な農業、観光/交流、情報の３分野に加え、地場産業（焼酎、紬、その他食品加工等）、水産業、

林業、商業等地域産業の連携を強めることによって、ブランド化の推進、地産地消、農商工連携が図ら

れ、域内自給率を高めることが期待されることから、地域産業との連携推進、ICTを活用した産業振興、

地域ブランドの確立等を図る各種事業を推進する。 

 

（１）奄美発信型農商工連携の推進 

奄美群島の固有の資源（食品、工芸品等）を高付加価値化を図るため、人材の育成及び観光/交

流産業とマッチングする多様な受入れ形態や集落環境の整備等に取り組み、奄美発信型の農商工連

携を推進する。 

［事業効果］ 

地場産商品への関心が高まることにより、地産地消の推進や域内の自給率向上、地域ブランド

の確立及び集落の維持存続が期待される。 

 

（２）ICT を活用した産業振興 

情報通信技術を地域医療・教育等に活用するため、ICT を利用した産業振興策のビジョン策定

に努める。 

［事業効果］ 

ICT を活用した産業振興策の推進で地域情報化が促進され、医療福祉・教育・歴史文化等の分野

における利便性が高まり、市民生活向上や地域資源の継承に資することが期待される。 

 

 

２ 目標設定 

指標 単位 
平成 16 年度 

（基準） 

平成 19 年度 

（実績） 

平成 25 年度 

（目標） 

食料製造 

出荷額 

億円 

(%) 

１５９ 

（45.5） 

１６０ 

（45.9） 

１６３ 

（36.1） 

飲料製造 

出荷額 

億円 

(%) 

９４ 

（26.9） 

１００ 

（28.7） 

１７０ 

（38.6） 

経済波及効果

額 
億円 － － １１９（精査中） 

  注 1) 指標は 3分野が横断的に連携する中で生産（販売）される項目とした。 

  注 2) 括弧書きは製造出荷額総額全体に占める割合 

  注 3) 経済波及効果額は、製造出荷額をもとに設定した。 

 

 

 

３ 連携施策・事業の具体的展開 

（１）奄美発信型農商工連携の推進 





わちゃ島プロジェクト事業 

関係機関（国、県、町及び大学）の協力体制によ

り遺伝子研究や機能性分析を行い、島の環境に適

した種の確保を図ると同時に、その特性や機能的

優位性を活かした付加価値販売（加工品含む）す

ることで独自ブランドを確立する。（産官学連携

による在来種の活用） 

農業集落１ブランド品目地づくり計画 

１集落１ブランド運動と連動した「農業集落の

宝」を受け継いでいくため、技術者を含む労働力

及び後継者の確保や新規就農者の受入、さらに集

落で管理する園の設置等といった各種支援策を

推進する。 

高齢者を元気にする集落農業及び観光の構築 

（農業、観光） 

高齢化の現実を有利に生かし、農業の活性化及び

観光業との連携を図るため、労力軽減化のための

機械整備や特産品販売施設の整備、作付け面積の

拡大、技術者の確保、スローライフ・スローフー

ド体感施設、伝統文化（食文化等）のガイド育成

等、各種施策を統合的に推進する。 

 

 

ウ 農村集落の活性化（再掲） 

（課題） 

経済基盤が脆弱な奄美地域では、若者の雇用の場が少なく人口減少に歯止めがかからないのが

現状である。この打開策として、一次産業（農業）への参入を促す各種支援策を行っているが、 

  その効果については即効性を期待しにくい状況にある。 

また、上述のような農業そのものへの支援に併せ、奄美では農業を実践的に体験できる施設又

は農家（観光農園）が少ないことから、観光客の集客とリピート率の向上を図る施策を講じるこ

とにより、農業と観光産業が一体となった地域活性化策を推進する必要がある。 
（対策） 

①自治体出資の「直営農場企業」の設立 

②体験型観光農場の開設促進 

③商業・農業連携による観光客の誘致（農作業体験・農産物加工体験の手法確立） 

 

【事業名称】 【事業概要】 

体験観光型農場の整備（果樹） 

農業を実際に体験できる施設や農家（観光農園）

が少ないことから、観光客の集客とリピート率の

向上を含めた対策として、まずは自治体が出資す

る「直営農場企業」（各地域の重点品目を中心に

生産基盤の整備、企画運営、生産管理、出荷まで



の全ての運営を行う）を設立し、並行して「体験

型観光農場」を開設することによって商業・農業

連携（農作業体験、収穫体験、農産物加工体験） 

による観光客の誘致及び地域経済の活性化を図

る。 

 

 

エ 地域産業との連携強化（再掲） 

（課題） 

奄美群島の地理的気候的な条件を生かした農商工連携の商品開発が進められつつある。しかし

ながら、技術開発機関の未整備や零細企業の連携にとどまっているため、十分な地域資源の活用

に至っていない。 

そのため特産品等の開発が遅れている。 

（対策） 

①農商工連携の推進による特産品の開発 

②産学官の連携強化（鹿児島大学・琉球大学との連携） 

③産業クロスリンク等の総合催事開催推進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

イベント開催事業 

“奄美”をキーワードとし、奄美の PR（観光物産

展）・企業誘致・産業クロスリンク等、様々な事

業の総合催事（イベント）を行うことにより、奄

美の知名度アップ・産業の活性化を推進する。 

施設整備事業 

黒まぐろウオッチングや給餌体験ができる観光

スポットを整備することにより、地域の活性化及

び通過型観光からの脱却を図る。 

 

 

（２）ICT を活用した産業振興 

ア 群島内外への情報発信と交流推進（再掲） 

（課題） 

奄美の自然や島唄、民俗芸能、文化、さらには大島紬等の伝統産業や鶏飯、黒糖焼酎等の特産

品など、群島全体の魅力が総合的に島内外へ十分な情報発信がなされていない。 

（対策） 

①各種イベントやキャンペーンの開催推進 

②テレビ・新聞等の広報媒体の積極的活用 

 

【事業名称】 【事業概要】 



群島内外の交流・連携の促進事業 

北緯 27 度線により分断された沖縄諸島と奄美諸

島は、同じ南西諸島文化圏の中にあり，薩摩藩侵

略 400 周年及び沖縄県本土復帰 40 周年に向け、

双方の更なる交流を促進することが沖縄観光の

延長線としての誘客が望めるため、各種イベント

やキャンペーンを開催する。 

旅行エージェント・マスコミ等の招聘事業 
旅行代理店等を対象としたモニターツアーの実

施。 

 

 

イ 関連事業との連携強化（再掲） 

（課題） 

情報通信ネットワークを活用した産業振興や地域医療・教育等における ICT 活用、メディア通

信網整備などによる、生産性向上、安心・安全なまちづくりのビジョン策定や事業推進が求めら

れている。 

（対策） 

①情報通信技術を活用したビジョンの策定 

②医療、教育分野及び文化資源保存への活用 

③メディア通信網整備の促進 

 

【事業名称】 【事業概要】 

地域 ICT ビジョン策定事業 ICT を活用した農林水産業の振興ビジョン策定 

地域医療 ICT ビジョン策定事業 ICT を活用した予防医療事業のビジョン策定 

デジタルアーカイブ構築事業 
歴史・自然・文化等のデータをデジタル化・保存 

する事業 

オンデマンド教育システム構築事業 ネットワークを活用した遠隔教育システム構築 

ラジオ中継局整備事業 ラジオ難視聴区域の解消事業 

辺地共聴施設整備促進事業 
高齢者世帯への受益者負担金補助及びチューナ 

ー購入費助成 

 

 



第２章 分野別振興の方向 

２－５ その他分野 

１ その他分野振興の基本的方向 

奄美群島の地域住民、歴史・伝統文化、自然環境を大事にした振興開発を総合的・効果的に展開す

るために、奄美群島が有する条件不利性を解消に努める。そのため、３分野及び連携分野の振興策に

加え、郡島民生活の安定確保（物価対策）、生活環境の整備、社会福祉の充実、保険医療の確保、ハブ

対策、防災及び国土保全、教育文化の振興、人材の育成・確保、水資源及びエネルギーの開発・確保、

交通体系の整備を推進する。 

なお、上記の各項目については、「奄美群島振興開発総合調査報告書」（平成 20 年 3月 鹿児島県）

で示された分野ごとの「振興開発の方向」を基本に策定していくこととする。 

 

 

２ その他分野重点施策・事業の具体的展開 

【事業名称】 【事業概要】 

主要地方道の国道昇格 

「海洋基本法」等の趣旨を踏まえ、道路法第５条

（一般国道の意義及びその道路の指定）による

「重要な経過地」としての地方道の路線強化。 

全国離島ガソリン価格の是正 

本土・離島間におけるガソリン等の石油製品の購

入価格差を解消するため、新たな国庫補助制度の

創設や揮発油税等の軽減措置。 

離島における高等教育機関の支援拡充 

島内外の就学機会の拡大の観点を踏まえ、奄美群

島振興開発特別措置法第６条の８（教育の充実

等）の趣旨に鑑み、高等教育機関等の運営におけ

る私学助成等の充実。 

上水道の水質改善対策推進 
奄美群島振興開発事業による対応若しくは補助

事業採択基準の緩和。 

特殊病害虫及び不快虫対策の充実・強化推進 

（１）カンキツグリーニング病対策の充実・強化 

（２）アリモドキゾウムシ等特殊病害虫対策の充

実・強化 

（３）ヤンバルトサカヤスデ対策の充実・強化 

家電・自動車リサイクルに係る対策推進 
製造業者等の責任による指定引取場所の設置及

び収集運搬料金の負担軽減対策。 

鹿児島地方法務局出張所の維持存続 
登記行政サービスを維持し地域住民の利便性を

確保する出張所の存続。 

名瀬測候所の維持存続 
地域防災気象情報を的確に提供し奄美地域の防

災対応力を維持する名瀬測候所の存続。 

奄美ナンバーの実現 
大島検査登録事務所管轄にある地域名表示ナン

バーの実現。 

 



 
 

－付属資料－ 

 

 

1. 目指すべき振興方向のシナリオ・図解 農業分野 

2. 目指すべき振興方向のシナリオ・図解 観光/交流分野 

3. 目指すべき振興方向のシナリオ・図解 情報分野 

4. 数値目標設定の基本的な考え方 



（仮称）奄美群島農業振興計画

～　目指すべき振興方向のシナリオ（案）　～

＜命題＞

⇔

　●未利用資源／研究・開発技術等の活用

－地産地商（消）－

－農商工連携の取り組み推進－

→　→ 新商品開発 ←
　（直売所販売／学校給食・地元企業食堂等での地場農林水産物活用） （加工研究開発）

（直売所） 　●販路拡大

　（規格外・過剰作物等の有効活用） 　（加工用／規格外・過剰作物等の有効活用） ← ← ← ←
（加工施設）

●基盤整備（施設／面＝農地確保・有効利用）　●多様な農業経営の促進（経営力強化） ●基盤整備（研修・交流・体験施設）　●多様な農業経営の促進（担い手・法人育成、情報・観光）

＜課題＞ 農業に必要なものは？ 分類（キーワード）

『生産（作る）/消費（売る，買う＝食す）』 　◎食糧

　～　農　業　～ 　◎生産

作る場所 作る人 売る人 売る場所 　◎消費・安全

　◎経営

　◎農村振興

作る道具 その他 その他
売る道具
（運ぶ手

その他 その他

安定的な生産システムの確立

（現在の奄美群島農業に必要なことは？）

雇用の機会拡大

経営意欲増・規模拡大

農家所得UP

地域作物の生産量拡大（さとうきび・果樹園芸・畜産） → 生産力UP

市場競争力UP

換金性の高い（売れる）作物・商品

⇔

生産 消費

一次産物

環境・資源対策への貢献

食料供給力の強化／自給力ＵＰ＝『自立』

島毎に生産目標達成のための取組・対策

地方再生に向けた活性化への貢献

雇用及び就業の場の維持・確保（人材育成/確保、他分野との連携）→雇用・人口ＵＰ

食料安定供給体制への貢献

ブランド化（付加価値）

地元消費

価格化の実現

地域経済の活性

ネット販売
(情報分野との連携)

ネット販売
(情報分野との連携)

新土産品
(観光分野との連携)

（流通）

（地域ブランド確立）

（安心安全な地場産物の提供）

（「食」への信頼確保）

環境循環型農業への取り組み
(食品残さの飼料化等による供給コスト縮減)

（正規品）

（加工品）



１ 主要農作物・地域特産物の生産量拡大、生産供給体制の強化、担い手の育成・確保、
農地の有効利用と確保および多様な農業経営基盤の強化

２ 流通施設の整備と集出荷体制の確立及び加工対策の強化と地域ブランドの確立
３ バイオマスの利活用及び環境にやさしい農業の推進
４ 特殊病害虫の根絶
５ 高齢化の加速、集落の維持・継続
６ 雇用の場の不足による人工減少・若者の流出
７ 生産基盤及び農業用水の確保と畑地かんがい施設の整備

農業振興による安定的生産システムの確立をともなった雇用・就業の維持・確保に向けて

１ 基盤整備や各種人材育成・法人育成施策による供給体制の確保
２ 産地直売所や農産物加工場の整備、地元消費者のニーズに即した加工品の開
発・改良や特産品・機能性食品の開発による流通・販売・加工対策の強化

３ 環境対策及び農資源の活用
４ 条件不利性の克服（琉球列島の調和と均衡確保）
５ 地域戦略プロジェクトの推進
６ 農村集落（シマ）の活性化
７ 亜熱帯・島しょ性に適合した基盤整備の推進

奄美群島の有利性（温暖な気象条件）を活かし、これまでも基幹産業として地元農業の牽引役を果たしてきた「さとうきび・園芸・
肉用牛」を中心に地元の生産力拡大のため必要な安定的生産システムを構築し、地産地消（商）の推進及び自給率向上を図る。
また、産業の下支えとなる担い手の確保を重視した施策を展開し、新規就農者増加や地域人口拡大に努め、地域の活性化に
資するとともに、環境資源への対策及び他分野との連携にも積極的に取り組むための各種事業を推進する。

基本方針

安定的生産システムの確立
＜域内自給率向上：内需拡大＞

農業振興策を支えるツール ＜基盤整備（面/施設、人材育成等）、多様な
農業経営の推進（経営力強化、法人育成等）＞

関連施策

・地産地商（消）の推進
・農商工連携の推進（ブランド化）
・ＩＣＴを活用した戦略的施策（ネット販売）
・産業連関（相乗効果による産業底上げ）

生産目標（農業産出額 ３４２億円）、関連する雇用の場の確保・維持（約９００人）目標設定

未利用資源や研究開発技術等の活用による
環境循環型農業への取り組み

制度改正等
による支援

「食料安定供給体制」「地方再生に向けた活性化」「環境・資源対策」への貢献

現状・課題
１ 基盤整備や各種人材育成・法人育成施策による供給体制の構築
２ 産地直売所や農産物加工場の整備や特産品・機能性食品の開発による流通・販売・
加工対策の推進

３ 観光対策及び農資源の活用
４ 条件不利性の克服（琉球列島の調和と均衡確保）
５ 地域戦略プロジェクトの推進
６ 農村集落（シマ）の活性化
７ 亜熱帯・島しょ性に適合した基盤整備の推進

対 策

販路拡大等の
施策

本計画は，雇用創出効果による定住人口の確保を見据えて策定した。その結果，農業分野においては，各事業（Ｈ２１～Ｈ３０）を実施した場合の
雇用創出予定数は約９００人であるが，雇用効果予測が困難な事業も含まれるため，あくまで参考（期待値）として例示する。



＜課題＞（現在の奄美観光の目標）
交流人口の増加

誘致活動受入体制の整備

既存施設の改修 新規施設整備 人材育成

観光従事者のスキルアップ

観光地イメージアップ

コーディネイト組織設立

島外でのＰＲ

旅行商品の開発・支援
（民泊・エコツーリズム等）

多様な観光ルートの確立

物産展

旅行代理店
へのＰＲ

島内でのＰＲ

案内・説明看板設置

「奄美」の知名度アップ

企業誘致

地域産業との連携

情報分野との連携
（ネットの活用）

交 流 人 口 の 増 加

運動公園パワーアップ スポーツ合宿誘致

世界自然遺産登録
（自然環境保護） 航空運賃の低減

青線：連携 黒線：効果
緑線：影響

＜命題＞
雇用拡大

（仮称）奄美群島観光振興計画 ～目指すべき振興方向のフロー図～



観光/交流振興に向けて

現状・課題

�奄美群島の地域資源を生かす施設の不足や未整備のため魅力が十分発揮できてない。
�気候の変化や病害虫、漂着ごみ等により自然景観や観光資源に大きな影響が生じている。
�観光施設の老朽化や衛生面での整備遅れ、また案内板の未整備や観光ガイド等受け入れ態勢の
整備が必要である。
�航空運賃の価格競争により、他の観光地に比べ価格の不均衡が生じている。
�奄美の自然や島唄、大島紬等の伝統産業、鶏飯、黒糖焼酎等の食の魅力など、群島全体の魅力
を総合的に島内外に情報を発信する必要がある。
�温暖な気候等を活かした農業やマグロ等の養殖などの地域産業との連携を図り産業振興を推進
する必要がある。

対 策
�奄美群島の豊かな自然、文化、歴史などを活用した観光拠点を整備する。
�奄美群島独特の自然環境を保護するため、サンゴの移植や松くい虫、デイゴヒメコバ
チの駆除に取り組む。
�観光看板の充実を図り、トイレの水洗化を図るとともに、スポーツ施設をより質の高い
環境に整備する。
�ボランティアガイドやインストラクターの人材の育成・確保を図るとともに、 きめ細かな
サービスの提供と情報を集約し発信する組織を設立する。
�安定的な路線の確立を図るために安価な奄美路線の供給に努める。
�群島全体の緊密な連携を図りイベントの開催や旅行エージェント、マスコミ等も活用し
て情報発信を図る。
�観光・商・工・農・水産業等全てをリンクさせるイベントを開催。農業や水産業を観光
資源として活用。

奄美群島の特徴ある多様で豊かな自然や，個性的な伝統・文化等の魅力を再認識しこれらの観光資源を奄美の「宝」として保存・活用し、体験・長
期滞在型観光を促進するとともに、自然環境の保全に配慮しつつ，地域の創意工夫を生かしたエコツーリズムを促進する。また、国内外のトップア
スリート等のスポーツ合宿にも対応できるような質の高い環境を提供するための整備・充実を図る。

基本方針

入込客数目標（８３０，０００人）

奄美群島の多様
な自然・個性的文
化等の魅力（宝）
の活用・保存

持続的な観
光資源の保
全対策

受入れ環境
の整備推進

受入れ体制
の充実強化

群島内外への情報
発信と交流推進

航空運賃体系
の改善充実/交
流人口移動の
円滑化

世界自然遺
産登録（国立
公園化）

観光振興
/交流人
口拡大

自然・文
化・歴史

人
もの

展開の基本的方向

目標設定


